
​令和８年度第２回​
​札幌市行政評価委員会​

​会　　　議　　　録​

​日　時：２０２６年５月２５日（月）午後３時３０分開会​
​　　　　　  場　所：札幌市役所本庁舎　地下１階　５号会議室​





​【出席者】​
​行政評価委員​ ​平本委員長、内田副委員長、高崎委員、髙橋委員​

​事務局​ ​総務局行政改革・DX推進室長、行政改革推進課長、総括​
​係長、担当者​

​　​

​　　１．開　　会​
​●行政改革推進課長​
​　​​　​​ただいまより、令和８年度第２回札幌市行政評価委員会を開催いたします。​
​　　皆様、本日は、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうござ​

​います。​
​　　本日の委員会は、公開で開催しております。​
​　　札幌市行政評価委員会規則により、委員の過半数の出席をもって会議は成立​

​いたしますので、予定どおり会議を進行させていただきます。​
​　　本日の議事は、前回に引き続き、団体ごとの検証についてでございます。​
​　　ここから先の進行は、平本委員長にお願いいたします。よろしくお願いいた​

​します。​

​　　​​２．議　　事​
​●平本委員長​
​　​​　​​本日もどうぞよろしくお願いいたします。​
​　　それでは、お手元にございます次第の団体ごとの検証でございますけれど​

​も、前回の委員会で答申案の総論、各論を修正した内容について、それから、​
​新たに各論で１０団体についてのご議論をいただいたところでございます。​

​　　皆様のご意見を踏まえて修正した内容につきまして、この後、事務局よりご​
​説明をいただきます。その後に、最後の１０団体について、答申案に盛り込むべ​
​き内容につきましてご意見をいただくという手順で進めてまいりたいと思いま​
​す。​

​　　それでは、まず、答申案の修正等につきまして、事務局よりご説明いただき​
​たいと思います。お願いいたします。​

​●総括係長​
​　​​　​​資料の説明をさせていただきます。​
​　　まず、資料１議論の進め方についてでございます。​
​　　こちらは、今日、議論する新たな１０団体についての記載を追加しておりま​

​す。真ん中の列で③と書いているグループが追記したところでございます。​
​　　資料２は答申案です。前回ご議論いただいた意見を踏まえて加筆修正したと​

​ころを赤字で表記しているのと、本日ご議論いただく１０団体については、第​
​３章各論以降で団体名に黄色でハイライトを入れておりますので、順にご説明​
​させていただきます。​

​　　まず、１４ページをご覧ください。​
​　　第３章、１番の札幌国際プラザでございます。​
​　　こちらは前回、ご議論いただいた団体でございますが、英語圏以外の居住者​

​が急増しているので、時代に即した実質的なサービスが提供されているだろう​
​かというご意見がございましたので、①事業の必要性の欄にその旨を赤字で追​
​記しております。​

​　　続いて、２番の札幌市職員福利厚生会でございます。​
​　　こちらも、前回ご議論いただきまして、委員からご意見いただいたのは、交​
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​付金について、政令市の平均程度まで早急に引き下げるべきなどもう少し強い​
​書きぶりでよいのではないかということで、③財政的関与の妥当性に追記して​
​おります。​

​　　それから、④の非常勤理事の部分についてはシンプルな記載にしてよろしい​
​というご意見でしたので、書きぶりを修正しております。​

​　　続いて、３番の札幌総合情報センター株式会社は、黄色塗りしている団体で​
​ございまして、こちらは、本日新たに議論する団体でございます。​

​　　ヒアリングの中では、市のシステム開発・調達の根幹に関わる議論になると​
​思われ委員会の議論にはなじまないのではないかというコメントもいただいて​
​おります。一方で、金額の妥当性や支出の透明性についてのご意見をしっかりい​
​ただいていたので、次のように整理をしております。​

​　　①事業の必要性では、セキュリティ確保の必要性は高いのだけれども、一般​
​的には民間市場が十分成熟してきている業務を団体が担い続ける必要性が低下​
​しているので、コスト面で有利な場合に限定するなど、市民に分かりやすく発信​
​していく必要があるのではないかといった内容になっております。それから、②​
​民間代替性についても、対応可能な業者がなかったということだけれども、周​
​辺業務を付随させるメリットが働かないものがあるのであれば市場に委ねる検​
​討も行うべきはないか。③財政的関与については、高額な委託料の妥当性を常​
​に厳格に検証し、引き続き支出の透明性を確保し続けるべきではないかという​
​ご意見があったところです。あとは、④人的関与の妥当性についても、再就職の​
​必要性とプロパーの育成・登用について触れているところでございます。​

​　　続いて、４番の札幌丘珠空港ビルでございます。​
​　　①事業の必要性については、国や北海道といった関係機関と連携をしっかり​

​行いながら機能強化について検討していくということ、②民間代替性について​
​は、ビル運営単体では代替性ありですが、札幌市のまちづくり政策との連動を​
​考慮すると関与の継続は理解できるということ、③財政的関与については、当​
​面の出資の継続も妥当とすることとしておりますが、④人的関与については、​
​外部のノウハウの活用についてご意見があったところでございますので、ここ​
​のところは、見直しの余地ありと入れているのと、⑤施設への対応について​
​も、ターミナルビル機能強化に当たっては、将来の需要拡大を見据えた施設投​
​資の在り方について、財政負担の抑制と利便性向上のバランスについて考慮し​
​ていくべきと触れております。​

​　　また、総括欄で触れておりますが、交通アクセス改善へのご意見が多かった​
​ので、こちらは市に対して解決に主体的に取り組むことを望むという記載ぶり​
​にしております。​

​　　続いて、８番の株式会社札幌ドームでございます。​
​　　①事業の必要性では、団体が運営を担う公共的意義について改めて検証が必​

​要だということと、②民間代替性では事業に採算性があるのであれば民間に任​
​せていくのが妥当であるから、団体自体の民営化や指定管理業務の公募化を含​
​めた運営の在り方を将来的に検討を進めるべきということを触れております。③​
​財政的関与については市の負担の極小化について、④人的関与については市職​
​員が経営の要職を占めることの妥当性について、⑤施設への対応では施設の維​
​持管理・修繕リスクを踏まえて施設の将来像の検討について触れております。​

​　　続いて、１１番のさっぽろ産業振興財団でございます。​
​　　①事業の必要性については、公共的な役割は認められるけれども、具体的成​

​果が把握しにくい状況ですから、適切な成果指標をもって事業成果を客観的に​
​検証し、真に産業振興に寄与する事業への選択と集中という記載にまとめてお​
​ります。それから、②民間代替性については、非公募理由の再検証について、​
​サービスの質とコストの最適解を追求するとしているのと、③財政的関与につ​
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​いては、仮に他の民間事業者が担うことになっても市からの適切な支出は確保​
​しつつ、成果が上がっていない事業は見直しの余地があるのではないかという​
​こと、④人的関与については現職派遣が多いということ、⑤施設への対応につ​
​いては、産業振興センターで赤字傾向もあるので、産業の高度化やスタート​
​アップ支援など機能の再評価について触れております。​

​　　続いて、１３番の札幌花き地方卸売市場です。こちらは前回ご議論いただい​
​た団体でございます。​

​　　③財政的関与と④人的関与についてご意見をいただき修正しております。現​
​状で市の補助はないのだけれども、出資比率は５０％と高いので、人的関与と​
​一体的に見直し、引き下げを検討していくべきだという書きぶりにしておりま​
​す。​

​　　続いて、１４番の札幌産業流通振興協会でございます。前回のご議論の中で​
​は、ネーミングライツについて、総論で触れつつ、各論でも全ての施設において​
​触れるかどうかというところで確認がありましたが、こちらはこれからオープ​
​ンする施設ですから、市に負担がかからない運営を維持するためにも収益改善​
​の方法として記載しておくのがよいということでしたので、そのように修正し​
​ております。​

​　　続いて、１５番の札幌勤労者職業福祉センター（札幌サンプラザ）でござい​
​ます。​

​　　こちらは、評価に当たっての前提ということで前置きを入れさせていただき​
​ました。当該団体が管理運営する札幌サンプラザのほか、周辺の北区役所や北​
​区民センターなどを含めた北２４条周辺における公共施設の今後の在り方につ​
​いて、現在、エリア一帯としての検討を進めているということと、令和８年度中​
​に方向性が定められる予定ということで、ヒアリングの際にも説明を受けまし​
​たので、その前提での評価ということになります。​

​　　以降、①事業の必要性は、プールやホールの機能をどうしていくかというと​
​ころ、②民間代替性については、過去、調査をやってはいるのですけれども、​
​民間代替性ありの前提で、今後、市場環境の変化を踏まえていくこと、③財政​
​的関与については、収支改善がされれば出捐比率の引き下げも余地があるので​
​はないか、④人的関与については現職派遣について、⑤施設への対応について​
​は、将来構想においても大規模修繕時期を意識しながら計画していくことにつ​
​いて触れております。​

​　　続いて、１６番の札幌振興公社でございます。​
​　　前回、お時間をいただいてご議論いただいたところでございます。まず、委員​

​会で判断をするときに、団体の設立時の意図や目的について、経過などを反映​
​したほうがいい団体については、冒頭に加筆するということで確認いたしまし​
​た。札幌振興公社と次の札幌リゾート開発公社については、その旨を冒頭部分​
​で触れておりまして、札幌振興公社は、もともと不動産先行取得という目的が​
​あったという趣旨を入れております。​

​　　続いて、②と⑤ですが、②民間代替性では、いろいろご意見をいただいたと​
​ころですが、完全に民営化するのもシンプルだけれども、事業運営に困ったと​
​きに売却されては困るところもあるのではないか、好調な部門を民営化して赤​
​字部分だけを市が持ったとしても、結局、持ち出しが増えるのではしようがな​
​いのではないかといったご意見がありました。あとは、不動産がいつまでも優​
​良物件であるのか、今後、それが老朽化していくときに自前で十分な更新がで​
​きるのかといった議論もあったかと思います。それらのご意見を踏まえて整理さ​
​せていただいたところでございます。特に、赤字の部分ですが、②民間代替性で​
​は、これら事業の収益が観光施設等運営の財源として寄与している側面もあ​
​り、公的主体が事業を抱え続ける正当性を保つには、市の施策における観光施​
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​設等の運営の位置づけを再検証すべきとし、⑤施設への対応でも引き続き、団​
​体自体の民営化の可能性を検討する余地があるということと、加えて、団体所有​
​の不動産についても、将来の老朽化による更新費用を市の補助金等を前提とせ​
​ず団体の自己資金でカバーするよう、時間軸の視点をしっかり持った計画的な​
​検討が必要であるという内容でまとめております。総括欄も、同様に整理してお​
​ります。​

​　　続いて、１７番の札幌リゾート開発公社でございます。​
​　　前回の議論を踏まえ、出資目的として、定山渓地区の振興を図ることについ​

​て、冒頭に追記させていただきました。​
​　　それを踏まえて、①事業の必要性も、公共的な意義等についてヒアリングで​

​説明を受けたところかと思いますが、市の観光施策推進の重要性は認めるもの​
​の、市民にとって、市が団体を通じてスキー事業を担い続けることがどのよう​
​な価値をもたらすのか、という観点からも検証してはどうかということで字句​
​を整理しております。③財政的関与についても、今、自立経営ができているの​
​で、さらなる収益性を高める取組を期待しますということで整理しております。​

​　　また、札幌振興公社と札幌リゾート開発公社の議論を踏まえて、１２ページ​
​に戻るのですが、総論の部分で、団体が所有する施設への対応という欄に、文言​
​を一部追記いたしましたので、ご確認いただきたいのです。​

​　　まず、団体所有施設の老朽化更新については、市の補助金等を前提とするの​
​ではなく、自己資金で賄えるような計画的な検討が必要であるということに触​
​れたうえで、これまでまとめてきた内容につなげているのですけれども、この​
​ことは２団体に限る考え方ではないことから、総論の方でも触れておくよう整​
​理をさせていただきました。​

​　　では、ページを戻りまして、４５ページの１９番の札幌エネルギー供給公社​
​でございます。​

​　　前回、２０番の北海道熱供給公社とセットで議論したところでございます​
​が、こちらは、主に２つのご意見があったかと思います。可能であれば組織統合​
​を検討するということを両方の団体で触れておくことと、その間、収益状況に​
​応じて配当について求めるということについて、ご意見がありましたので、両団​
​体の赤字の部分になりますが、字句を整理してご意見を反映させております。​

​　　続いて、２１番の札幌市公園緑化協会でございます。​
​　　前回のご議論では、民間の担い手を育てるというのが団体の役割か市の役割​

​かということで、書けるのであれば整理しておいたほうがいいということでご​
​ざいましたので、②民間代替性に追記しているのと、指定管理料の妥当性の検​
​証についてもご意見をいただいたので、③財政的関与に追記をしております。​

​　　続いて、２２番の札幌市森林組合でございます。​
​　　本日、ご議論いただく団体ですが、①事業の必要性や②民間代替性について​

​は、ほかに市有林の広域的な維持管理の担い手がなかなかいないということ​
​で、必要性も認められるということと、ただ、③財政的関与については、直近の​
​決算で悪化が見られるところもあるので、出資の引き揚げについては慎重に考​
​えつつ、あとは、④人的関与について、今、非常勤理事もいないということです​
​から、折を見て市は適切な関与をしていくということについて記載してござい​
​ます。​

​　　続いて、２３番、札幌下水道公社でございます。​
​　　この後、２７番のさっぽろ水道サービス協会でもご説明しますが、書きぶり​

​に類似しているところがございます。​
​　　①事業の必要性では、インフラの公共的役割は高いのですけれども、下水道​

​科学館については、市による施設の維持運営の継続について必要性を再検証し​
​てはどうかということ、②民間代替性については「あり」という前提で、民間​
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​委託による効率化の余地を精査していくべきではないか、③財政的関与につい​
​ては２５％の出資の維持は妥当でありつつも、④人的関与について市の退職者​
​の再就職が多いということに触れ、⑤施設への対応は下水道科学館について、​
​類似施設との統合も含めた検討について、それから５２ページの総括欄の最後​
​のところで、水道事業との一体化による効率化の可能性について触れていると​
​ころでございます。​

​　　続いて、２４番の札幌副都心開発公社でございます。​
​　　新札幌エリアの団体所有の商業施設、ホテル等の管理運営などを担っており​

​ますが、①事業の必要性で触れているとおり、開発の先導役として大きく貢献​
​してきた一方、団体を通じた事業の関与について、公共的意義が希薄化してき​
​てはいないかということ、②民間代替性については、民営化あるいは事業ごと​
​売却するようなことも選択肢として検討していくこともできるのではないかと​
​いうこと、③財政的関与については出資比率のさらなる低減について、④人的関​
​与については専門人材の登用について、⑤施設への対応については、施設の老​
​朽化に伴う更新について、どのぐらい費用がかかるのか精査すべきなのではな​
​いかということと、加えて、団体が引き続き施設を所有するのか、あるいは、都​
​市機能の確保と資産の所有を分離させるのか、市がそのあたりの根本的な在り​
​方を整理して、中長期的視点から検証していってはどうかというご意見をこの​
​欄でまとめているところでございます。​

​　　続いて、２５番の札幌市住宅管理公社でございます。​
​　　市営住宅の入居者募集や家賃収納といったソフト部門の事業のほか、学校施​

​設等の保全業務がメイン事業です。​
​　　①事業の必要性については、住宅のセーフティネット確保という役割は分か​

​る一方で、管理規模については精査していくべきなのではないかということ、​
​②民間代替性については、ソフト事業の部分も民間のノウハウを入れていくこ​
​とができないのかということ、③財政的関与については、出捐比率５０％を維​
​持することは理解しつつも、特定随契における積算にあたってはしっかりと​
​チェック機能を果たしていくことが大事であるということ、④人的関与につい​
​ては市の関係者が占める管理職ポストの必要性、⑤施設への対応については市​
​住の管理戸数や保全対象建築物の今後の必要性の整理について触れているとこ​
​ろでございます。​

​　　最後に、２７番のさっぽろ水道サービス協会でございます。​
​　　札幌下水道公社のところで、類似した記載が多いことについて触れましたけ​

​れども、①事業の必要性については、水道事業の安定稼働は最優先ということ​
​で、インフラは公共性役割が高いけれども、水道記念館の市における維持運営​
​の継続については再検証してはどうかということ、②民間代替性について「あ​
​り」とした上で整理検討すべきですが、安定供給を揺るがす可能性については​
​十分に考慮して慎重な判断をしながらということを記載をしております。③財政​
​的関与については出捐比率２５％の維持は妥当ですが、④人的関与については​
​市の退職者の再就職が多いということ、それから、⑤施設への対応については​
​水道記念館の在り方は柔軟に検討するということ、そして総括欄の最後で、下​
​水道事業との一体化による効率化の可能性について触れているところでござい​
​ます。​

​　　以上、前回ご議論し修正をした赤字の部分と、本日ご議論いただく団体につ​
​いて説明申し上げました。​

​　　よろしくお願いいたします。​
​●平本委員長​
​　​​　​​それでは、本日の議論を進めていきたいと思います。​
​　　まず、本日議論する１０団体の前に、前回まで議論した赤字で修正いただい​
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​た箇所に関して、もし何かご意見やご質問があれば、先にそこのところを議論​
​しようと思いますけれども、何かお気づきの点はございませんか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●平本委員長​
​　​​　​​それでは、本日の１０団体に参りたいと思います。​
​　　必ずしも、たくさんあるわけではないのですが、関連したものをまとめて議​

​論したいと思います。今、最後のほうでご説明いただきました２３番の札幌下水​
​道公社、２７番のさっぽろ水道サービス協会、ページ数でいきますと、５１​
​ページと５８ページの二つが上水道と下水道ということもありますし、記念館​
​という施設を持っている性質もあって、割と論点が似ていると思われますので、​
​まずこの二つをまとめて議論したいと思います。​

​　　今、事務局からご説明いただきましたように、論点については、比較的、そ​
​れほど複雑で多様というわけでもないと思うのですけれども、５１ページと５​
​８ページの記載について、ご意見、あるいは、こういう点をもう少し付け加え​
​たほうがいいのではないかというお考えをお聞かせいただければと思います。​

​　　いかがでしょうか。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​下水道科学館に関しては、水道記念館と統合できないか、はっきりと指摘し​

​たほうがいいような気がします。むしろ、そのほうが学ぶ側は便利というか、２​
​か所に行く必要もないですし、下水道科学館はできたばかりで非常にきれいで​
​すし、ここに水道記念館の内容を盛り込めたらいいなと思います。​

​●平本委員長​
​　　麻生の下水道科学館がリニューアルされたのは四、五年前ですか。​
​●総括係長​
​　​​　​​平成３０年です。​
​●平本委員長​
​　​​　​​では、もう８年はたっているということですね。​
​　　リニューアルの時期が違うので、まだ耐用年数の範囲内ですから、無理やり​

​取り壊して一緒にするのは難しいと思うのですけれども、どこかのタイミング​
​で統合を考えることは一つあると思います。​

​　　それに関連して、札幌市は、下水道局が下水道河川局となっていて、河川事​
​業を所管する部局とあるタイミングで統合したのですよね。それで、河川のこ​
​とも一緒にやっているのですけれども、下水は汚水と雨水という二つの種類の​
​水があって、家庭や事業所から出る水が汚水で、雨が降って地面に落ち川に流れ​
​込む水が雨水ですけれども、多分、この二つを両方とも下水道として処理する​
​という趣旨で二つを統合したはずなのです。河川と一緒になっていることが上水​
​道と統合するときに何か足かせになったりする可能性はあるのか、ないのか、​
​分からないですし、ヒアリングのときには一緒にすることを想定していなかっ​
​たのですが、そこら辺は一般的にどうですか。​

​●行政改革推進課長​
​　​​　​​下水道は企業会計で別会計になっているので、そこは特段問題ないのかなと​

​思います。​
​　　基本的には、河川事業は一般会計の中でやっているものだと思いますので、​

​下水道事業と河川事業の会計上の整理はつくのかなと考えております。​
​●平本委員長​
​　​​　​​今、髙橋委員からご指摘があったように、総合的な学びにつながり、間接費​

​用も浮くでしょうという意味で、できることなら、将来的には、上水、下水の​
​記念館を一体化することを考えてはいかがかというご意見です。​
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​　　ほかにはどうでしょうか。​
​●内田副委員長​
​　​​　​​前の委員会でも申し上げましたけれども、国が既に上下を一括して国交省で​

​所管しているので、市の組織ももうそうせざるを得ないと思います。あとは、動​
​脈と静脈に当たるような上下を別々に教えているということは、もともと変な​
​話ですので、髙橋委員の意見に賛成したいと思います。​

​　　あとは、２３番の札幌下水道公社と２７番のさっぽろ水道サービス協会の検​
​証結果の総括に、一体化による効率化の可能性について、可能性を探るとあり​
​ますが、もう既に監督官庁が一緒になっている以上、市の組織もそうですし、​
​こういったところもちゃんとやっていかないと駄目ではないかと思います。もと​
​もと分かれていたので、近いほど仲が悪いというか、そもそも、監督官庁が違っ​
​ていたからなかなか難しいと思いますけれども、今は監督官庁が一元化されて​
​方向性はもう決まっていると思いますから、もう少し強い口調で書いてもいい​
​のかなと思います。​

​●平本委員長​
​　​​　​​もっと上流というか、遡ると、市の組織も、水道局と下水道河川局は統合さ​

​れるべきですか。​
​●内田副委員長​
​　​​　​​諸外国を調べてみると、一緒になっているところと分かれているところが​

​あって、やはり国の監督するところが分かれているので、そうなっているのかな​
​と思いました。​

​　　あとは、採用について、京都市だと別採用されているのですけれども、一緒​
​にやったほうが効率化が高まるような感じがするのですが、市ではそこまで踏​
​み込んでいないですか。別々にやったほうがいいのでしょうか。​

​●平本委員長​
​　​​　​​両方ともそれなりに大きい組織ですから、くっつけることによるいろいろな​

​難しさももちろんあり得るでしょうね。​
​　　ただ、私は、国の所管が同じところになったことを知らなかったのですけれ​

​ども、差し当たり、今回、我々が評価の対象にしている２団体については、い​
​ろいろと共通してやれることもありそうだし、特に記念館に関しては一体化し​
​て運営を考えてほしいということは、お二人からご意見が出たところです。​

​　　ほかに、この２３番と２７番についてお気づきの点はありませんか。​
​　　人的関与ですが、どちらも市からの再就職者が多いですね。これは、技術の​

​継承や市の施策の反映ということで必要だと両方からヒアリングのときにご説​
​明があったのですけれども、同じく、ヒアリングの中で、他の団体に対して、プ​
​ロパー職員がいるのだからプロパー職員を育てて、できるだけプロパー職員に​
​仕事を担っていただくというのが行政側の趣旨というか、考えだと申し上げて​
​おりますので、そこら辺のところは、書いてあるとおりで構わないですけれど​
​も、意識していただく必要があるのではないかと思っております。​

​　　ほかに何かお気づきの点はございませんか。​
​●高崎委員​
​　​​　​​２７番のさっぽろ水道サービス協会ですが、③財政的関与の妥当性で、見直​

​しの方向性が空欄になっていたのですけれども、ここは関与の維持ということ​
​でいいのではないでしょうか。​

​●平本委員長​
​　​​　​​ここのマトリックスですね。​
​●高崎委員​
​　​​　​​２５％まで出資比率を引き下げられていて、できることはされたので……。​
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​●平本委員長​
​　　見直しというよりは関与の維持でいいのではないかというご意見ですね。​
​●高崎委員​
​　　そうですね。​
​●平本委員長​
​　　２５％まで引き下げが完了しているということですので、現状を考えたとき​

​に、関与の維持で構わないと私も思います。​
​　　このマトリックスは、そのように記入をお願いいたします。​
​　　ほかにございませんか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●平本委員長​
​　​​　​​お気づきのことがありましたら、また後でご発言いただきたいと思います。​
​　　次に、同じような意味で、都市インフラ型といいますか、施設に関わるとこ​

​ろで、５５ページの一般財団法人札幌市住宅管理公社について議論をいたしま​
​す。​

​　　こちらについても、先ほど事務局からご説明いただいたとおりですけれど​
​も、これは札幌市の市営住宅の方針と連動している、それから、学校の修繕等​
​を行っていくということですけれども、５５ページ、５６ページに記載の内容​
​に関しまして、お気づきの点があれば、ぜひご発言ください。​

​　　札幌市としては、市営住宅は減築ということで、これからは戸数も減らして​
​いくし、人口の減少に伴って、従前の規模を維持することは考えていないので​
​すよね。​

​●行政改革推進課長​
​　​​　​​そうですね。市営住宅に関しては、住宅マスタープランという行政計画があ​

​りまして、そこの中でも、人口減に合わせて抑制を検討していくというのが現​
​状です。​

​　　住宅マスタープラン自体もちょうど見直しの時期を迎えておりまして、今、​
​審議会等で議論もし始めたところです。​

​●平本委員長​
​　​​　​​あれは何年ごとに見直すのですか。​
​●総括係長​
​　​​　​​７年くらいだと思います。​
​●平本委員長​
​　​​　​​住宅マスタープランが市営住宅に関して根元になるプランですから、それと​

​きちんと連動させながら、縮小するところは縮小する、それから、民間に委託​
​できる部分については民間に委託する、ノウハウを導入するということが書か​
​れているので、私は、大体こういうことなのかなと思っております。​

​　　ほかに、何かお気づきの点があればお願いいたします。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​令和５年度の決算が５７億円で、令和６年度は７４億円ですが、金額が増え​

​た原因は何かありますか。​
​●行政改革推進課長​
​　​​　​​ヒアリングでも少しありましたが、保全の部分が大きいです。小学校、中学​

​校の保全絡みで、今はエアコンの設置が進んでおりますが、そのような保全に​
​関する業務発注量が多くて金額が増えたというのが一番の要素かなと思います。​

​●髙橋委員​
​　​​　​​市営住宅でしょうか。​
​●行政改革推進課長​
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​　​​　​​いえ、学校です。​
​　　今、札幌市住宅管理公社に関しては、市営住宅だけではなくて、札幌市の保​

​全事業全体を結構受けていまして、その大きな部分で学校の保全改修というも​
​のも受けております。そこでいくと、例えば学校のエアコン整備をまさに３年ぐ​
​らいかけてやっております。​

​●髙橋委員​
​　　了解しました。​
​●平本委員長​
​　​​　​​ほかにご意見はございませんか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●平本委員長​
​　​​　​​２５番は、差し当たり、原案で問題ないということでございます。​
​　　次に、一つ戻りまして、５３ページ、２４番の札幌副都心開発公社です。​
​　　これも昨年度、小島さんが委員だったときに、価値が高いうちに丸ごと全部​

​民間に売却するのが一番いいのではないかという、結構大胆ですが専門家の立​
​場からそういう評価をされていたと思います。​

​　　そういう趣旨も含めて書かれていると思うのですけれども、お気づきの点、​
​何か抜けている視点等があれば、ご指摘いただきたいと思います。​

​　　私は、基本的に、検証結果の総括はこのとおりで構わないと思うのですけれ​
​ども、ある程度、スピード感を持ってというのでしょうか、本質的な議論が必​
​要だったのはそのとおりですけれども、それを１０年や２０年かけてだらだら​
​やってもしようがないので、期間でいくと、３年がいいのか、５年がいいのか、​
​分からないですが、簡単に言うと、相対的に不動産の価値がだんだん下がって​
​いくときに、まだ十分に資産として売却できる魅力があるぐらいの年限で本質​
​的な議論をした上で、将来の在り方をきちんと決めていく、そのスピードのこ​
​とを少し加えてもいいのかなと思いました。​

​　　何かあれば、遠慮なくご発言をお願いします。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​現状では収支がよさそうで、委託料や補助金も何もなくて、配当もしている​

​のですが、いずれ大規模な建て替えが必要になるので、すごい支出になりそう​
​です。大体書かれているのですが、事業が好調なうちに民営化することやという​
​ところで、本当に事業全体を出資団体で持ち続ける必要があるのか早急に精査​
​してくださいということは入れたほうがいいのではないかと思います。やはり、​
​部分的にも民営化の検討を早急に進めていったほうがいいと思いますので、そ​
​の辺の精査をしてもらいたいと思います。​

​●平本委員長​
​　​​　​​今、髙橋委員がおっしゃってくださったことと、先ほど私が申し上げたある​

​程度スピードを意識して精査をすることをご記入ください。​
​　　ほかにございませんか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●平本委員長​
​　​​　​​では、また少し戻っていただいて、次は、１５番の札幌勤労者職業福祉セン​

​ター（札幌サンプラザ）です。​
​　　これにつきましては、先ほどご説明があったように、令和８年度中に方向性​

​が定められる北２４条エリアの再開発の計画と連動することを前提としていま​
​すが、いろいろとご議論があったところであります。​

​●髙橋委員​
​　​​　​​もう少し踏み込んで、プールやコンサートホールに関しては、廃止も含めて​
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​検討ぐらい書いたほうがいいような気がします。特にプールに関しては、維持す​
​べきではないのではないかという意見のほうが多かったようには感じています。​

​●平本委員長​
​　​​　​​かつては、一つの区に一つのプールがあるというイメージだったのですけれ​

​ども、今の札幌市の財政や子どもが少なくなっていくという事情を考えたとき​
​に、そういう方針を維持すること自体が時代の流れと少し合っていないのでは​
​ないかというご意見はこれまでもヒアリング等の中でも出てきたことだったと​
​記憶しております。​

​●髙橋委員​
​　​​　​​採算性改善だと、何か改善して続けてくださいに見えてしまうので、廃止も​

​含めて検討と書いたほうがいいと思います。​
​　　それから、コンサートホールに関しては、ほかのＫｉｔａｒａなどを指定管​

​理しているような団体との統合もあり得ると思うのです。たくさんのホールを管​
​理している団体がありますよね。​

​●平本委員長​
​　​​　​​団体の名前を忘れてしまいましたが、ありますね。​
​●行政改革推進課長​
​　​​　​​恐らく、出資団体の札幌市芸術文化財団ですね。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​コンサートホールに関しては、札幌市芸術文化財団との統合や廃止も含めて​

​検討してくださいぐらい踏み込んでもいいのではないかと思います。​
​●平本委員長​
​　​​　​​ある一部の機能を切り出して別の団体に担わせるということは民間で考えた​

​らあり得るから、できなくはないような気がしますけれども、現実的にどうで​
​しょうか。​

​●行政改革推進課長​
​　​​　​​そうですね…。あとは、機能と箱をどう分けるかだと思います。今、一つの​

​箱を一体で管理しているのですけれども、複数の団体で一つの箱を管理すれ​
​ば、非効率と言えば非効率な部分もあります。ですから、施設管理と機能の部分​
​で、まずは、そもそも機能が必要なのかという今ご指摘あったところを検討し​
​ていくことが必要かと思います。​

​●平本委員長​
​　​​　​​いずれにしても、市の所有物ですから、リニューアルするとしても、丸々税​

​金が投入されます。そういうような意味で、本当にその機能をそっくりそのまま​
​引き継いでつくり直すことが必要なのかを北２４条のまちづくり計画と連動さ​
​せてしっかりと考えてくださいということが一番重要ですが、そのときに、髙​
​橋委員がおっしゃるように、プールやホールを検討する際には、廃止という方​
​向も含めてということですか。​

​●髙橋委員​
​　​​　​​もともと、そんな意見だったと思います。​
​　　ここは、市からの貸付金までありますね。貸付けもして運営しているようで​

​す。​
​●平本委員長​
​　​​　​​これは何で貸付けがあるのか、たしか理由がありましたよね。​
​●総括係長​
​　​​　​​札幌市が施設誘致をしてきた経緯から、初度調弁費として、備品購入費、創​

​業準備費用を最初に財団に貸付けをしたという……。​
​●平本委員長​
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​　​​　​​要は、持参金ではないですけれども、初期費用という形で貸し付けたと。​
​●総括係長​
​　​​　​​令和１４年度で完済する見通しになっています。​
​●平本委員長​
​　　では、書きぶりを少し厳しくというつもりではないのですけれども、現実に​

​即してきちんと検討してくださいということをやや強調して書いていただくと​
​いうことで、大体よろしいでしょうか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●平本委員長​
​　​​　​​５団体が終わって、ここまでが都市インフラ型あるいは施設を有するような​

​団体でありました。​
​　　ここから先が、丘珠空港ビルや札幌ドームなどの施設もあるのですけれど​

​も、なかなか一つにまとめにくいものが残っております。​
​　　前のほうに戻りまして、１７ページの３番の札幌総合情報センターについ​

​て、６番目の団体として議論したいと思います。​
​　　これも事務局からご説明があったとおり、市のシステム等に関わるもので、​

​ヒアリングの際も外部評価になかなかなじまないよねというご意見はあったか​
​と思いますが、委託料が高額ではないか、民間が入ることでもっと何か新しい​
​提案ができるのではないかというような余地はあるのかもしれないということ​
​だったかと思います。​

​●髙橋委員​
​　​​　​​ヒアリングのときには気づかなかったのですが、令和６年度の市からの委託​

​料が６０億円で、３０億円は再委託ですよね。ですから、この再委託の必要性​
​を検証したほうがいいと思います。例えば、再委託先と直接契約できたほうが安​
​い可能性もありますよね。​

​●平本委員長​
​　​​　​​そうですね。​
​　　システムやソフトウェアの外注は、元請というか、プロジェクトマネジメン​

​トをするところと、今はコードを書くのはあまりなくなっているかもしれない​
​けれども、個別の部分を開発するところがあります。そのプロジェクトマネジメ​
​ントをセンターがやっていて、再委託先はもっと細かい現実的なコードを書い​
​ていることもあり得ると思うので、多分、丸々３０億円を中抜きしているとい​
​うことではないと思います。​

​　　ただ、髙橋委員がおっしゃるのは、本当にこれは妥当な金額なのか、それか​
​ら、再委託先と直に契約することはできないのかは検討の余地があるというこ​
​とですね。​

​●髙橋委員​
​　　はい。​
​●平本委員長​
​　　ほかに何かお気づきの点はありませんか。​
​●内田副委員長​
​　​​　​​市が債務保証をつけているのはこの団体でしたか。​
​●総括係長​
​　　そうですね。​
​●内田副委員長​
​　　それが民間代替性にも関連すると思うのですけれども、もし民間代替性があ​

​るとしたらどういう経緯で債務保証がついたのですか。​
​　　恐らく、市で唯一の債務保証をつけている特別な例だったと思います。​
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​●総括係長​
​　​​　​​平成２２年頃に基幹系情報システムを構築する際、札幌市が単年度の資金で​

​予算措置をするには大きな費用負担になるということもあって、団体において​
​借入れをし、長期の分割で札幌市がそのソフトウェアの利用料を団体に支払う​
​というスキームで、令和１５年度まで続いてきており、金融機関からその資金​
​を借り入れる上で市の債務保証がついたというふうに聞いております。​

​●内田副委員長​
​　​​　​​それは令和１５年度までは生きていて、そこの見直しはなくやっていくとい​

​うことですか。​
​●総括係長​
​　​​　​​そうですね。今も利用許諾契約が続いている状況かと思います。​
​●内田副委員長​
​　　分かりました。​
​●平本委員長​
​　​​　​​特段、そのことを何かどこかの文言に反映させる必要はないですね。​
​●内田副委員長​
​　　はい。​
​●平本委員長​
​　　ほかに、お気づきの点はございませんか。​
​●高崎委員​
​　​​　​​直接この文章に加えるのではないですけれども、やはりシステム監査につい​

​て、どのぐらい適切に実施されていて、何か証明を取られているという情報を質​
​問のときにもう少し突っ込んで聞けばよかったなというのはあります。今すぐ分​
​かるものは何かありますか。​

​　​​　​​システム監査の報告など、定期的に外部で検証されているものはちゃんとあ​
​りますか。​

​●行政改革・ＤＸ推進室長​
​　　それは、市からの委託業務の監査ということでしょうか。​
​●高崎委員​
​　　それも含めてです。委託先への監査もそうですし、今あるシステムに対して​

​定期的に外部の検証をされているのかという情報で何か持っているものはあり​
​ますか。​

​●行政改革・ＤＸ推進室長​
​　​​　​​外部の検証ということは、市のシステムに対して……。​
​●高崎委員​
​　​​　​​脆弱なところがないかを第三者機関から……。​
​●平本委員長​
​　​​　​​上場企業だと、監査法人がそういう機能を担って、年に１回出す監査報告書​

​の中にそういうセクションがあります。​
​　​​　​​今の時代、あるのが普通な気がします。ないとすると、ある意味、恐ろしい​

​ですよね。​
​●行政改革推進課長​
​　​​　​​事業所管課に確認いたします。​
​●高崎委員​
​　　タイミングが遅くてすみませんが、よろしくお願いいたします。​
​●平本委員長​
​　　ほかに何かお気づきの点はありませんか。​
​●髙橋委員​
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​　​​　​​丘珠空港の駐車場もここが管理しているのですか。​
​●平本委員長​
​　​​　​​丘珠空港の駐車場は、今は、たしかタイムズ２４が管理していますよね。​
​●髙橋委員​
​　　ここは関係ないですか。​
​●平本委員長​
​　　多分、関係ないのではないかと想像します。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​了解です。​
​●平本委員長​
​　​​　​​あとはよろしいでしょうか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●平本委員長​
​　​​　​​監査についてご確認いただきたいと思います。お願いいたします。​
​　　次に、今、話題に出た１９ページ、４番の札幌丘珠空港ビルです。​
​　　これにつきましても、ご説明いただきましたとおり、ターミナルビルの運営​

​団体は、例えば北海道エアポート株式会社が道内７空港を運営しているという​
​ことで、ターミナルビル単体で考えた場合には民間への代替可能性は非常に高​
​いと考えられているのだけれども、まちづくりとの連動は、丘珠空港の場合、​
​特に場所が中心部に非常に近いところにあることもあって、重要になるのだろ​
​うということだと思います。​

​　　検証結果の総括には、交通アクセスの問題は、札幌丘珠空港ビル単体で考え​
​ることではなくて、むしろ市の議論であるので、市に対する要望として「市は」​
​というふうに書かれています。​

​　　これは、必ずしも、今回の答申に書く必要はないと思うのですけれども、例​
​えば、救急医療や災害のときの支援という意味で、ターミナルビルというより​
​は、丘珠空港という国のインフラが北海道全体にとっても重要な拠点になって​
​いることはしばしば指摘されていると思います。札幌丘珠空港ビルの評価として​
​少しずれる気はしますけれども、そういったような角度で少し文言を入れる必​
​要はないでしょうか。​

​●行政改革推進課長​
​　​​　​​一体という言葉でいうと、まさにそこも含めてですから、事業の必要性に単​

​なる観光振興だけではなく、そこの要素を入れるのは、今の空港の滑走路の延​
​伸の議論の中でも位置づけているはずですから、そこは、今ご指摘いただいた​
​北海道内での医療や災害拠点の関係について、プラスの要素として入れさせて​
​いただきます。​

​●平本委員長​
​　​​　​​分かりました。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​１００万人の発着を目指すとしていますし、便数も増えているので、交通ア​

​クセス改善が急務であることは強調したほうがいい気がします。​
​●平本委員長​
​　​​　​​急務だけれども、ない袖は振れないと。​
​●髙橋委員​
​　　地下鉄でつなぐまでは無理かもしれないけれども、例えば無人バスを走らせ​

​るなど、栄町とのアクセスを改善する方法はいろいろあると思うのですよね。​
​苫小牧では無人バスの実証実験をやっていましたので、あれぐらいの短い距離​
​だったら何か今までにない特別な手段もあり得ると思うのです。​
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​　　今は、もうバスの運転手がすごく減っていて、タクシーなどにどんどん転職​
​しているため、運転手確保がすごく大変になっているので、何か今までとは別​
​の方法も含めて検討いただきたいと思います。​

​●平本委員長​
​　　それは面白いですね。​
​　　割と真っすぐ行くだけですし、１．８キロぐらいの距離ですよね。​
​●髙橋委員​
​　　すごく近いですよね。歩くと遠いけれども、タクシーに乗ると近いみたいな​

​微妙な距離ですから、何かいろいろな方法あると思うのです。​
​●平本委員長​
​　　しかも、たしかあそこは冬期間はバスがなくなるのですよね。冬は、まちの​

​中心部からは出ていなかったはずです。そういう意味でも、交通アクセスの問題​
​は本当に重要ですよね。​

​　　あとは、これも議論が出ましたけれども、駐車場ですよね。立体化みたいな​
​ことは考えているとちらっと聞いたことがありますけれども、慢性的な駐車場​
​不足です。​

​●髙橋委員​
​　　新千歳空港は高過ぎてがらがらだし、丘珠空港は安過ぎて常に満車です。​
​●平本委員長​
​　　本当にそうですね。新千歳空港は、値上げしてからすかすかです。​
​　　どうしても、ここは、先ほどお話があった滑走路延伸の問題も含めて、市単​

​体でどうにかできる話ではなくて、国や道との関わりもありますので、ターミナ​
​ルビルの運営だけでは済まない難しさがあるとは思います。​

​　　ただ、市民の目線でいくと、交通アクセスと駐車場の問題は非常に切実かと​
​思います。​

​　　急務と入れますか。無人バスなど新しい交通体系も含めた交通アクセスに関​
​するスピーディーな検討というようなことを入れていただくと趣旨と合うかと​
​思います。​

​　　札幌丘珠空港ビルは、これで大体よろしいでしょうか。​
​（「なし」と発言する者あり）​

​●平本委員長​
​　​​　​​次は、２６ページ、８番の株式会社札幌ドームです。​
​　　株式会社札幌ドームにつきましては、髙橋委員の所属事務所と利害関係があ​

​るということで、一回ご退席をして議論から外れていただきたいと思います。​
​　　恐れ入りますが、別室でしばらくお待ちください。​

​〔　　髙橋委員退室　　〕​

​●平本委員長​
​　​​　​​こちらも先ほどご説明をいただきましたように、公共的意義の検証、市の負​

​担の極小化、施設の将来像、人的関与など、それぞれ問題もあるところかと思​
​います。​

​　　何かお気づきの点があればご発言いただきたいと思います。​
​●内田副委員長​
​　​​　​​これは、もう既に書かれているのでいいとは思うのですけれども、今年度は​

​大学の後期試験に影響がありまして、インターネットでも札幌市が出資してい​
​る団体だよと結構探られたので、特にその点は公共性を重視して、もう少し強く​
​書いてもいいのかなと思いました。​

​●平本委員長​

​-​​14​​-​



​　​​　​​少なくとも、大学入試の日程に嵐のコンサートは入れないでほしいですね。​
​　　北海道大学は、はらはらどきどきしましたよね。​
​●内田副委員長​
​　​​　​​はい。​
​　　民間代替性ですが、恐らく、これからも採算性は期待できるということです​

​よね。​
​●平本委員長​
​　​​　​​でも、恐らく、これはネーミングライツが大きいですね。​
​　　​
​●高崎委員​
​　​​　​​今期は、また厳しくなるのではないか、赤字になるのではないかみたいな報​

​道が……​
​●行政改革推進課長​
​　​​　​​赤字ではないですけれども、やはり、コンサートをはじめとした大規模なイ​

​ベントをどれだけ呼べるかが大きくて、大規模なイベントは大分前から決まっ​
​ているので、少なくとも、その翌年のものはある程度見えているということで​
​す。先ほどの日程の調整も含めてかもしれないですが、大規模イベントの影響が​
​大きいのかなというところです。​

​●平本委員長​
​　　やはり、これは非常に大規模な施設でありますので、⑤施設への対応に何か​

​文言を追加する必要があるとは思いませんけれども、リスクは極めて高いと書​
​いてありますから、将来像の早急の検討をぜひやっていただきたいと思います。​
​ただ、どうするかというのは、本当は株式会社札幌ドームだけの話ではなく​
​て、最後は市のミッションですよね。​

​●行政改革推進課長​
​　　そうですね。札幌ドームは、公設で、市有建築物です。​
​●平本委員長​
​　　⑤は施設の将来像を早急に検討すべきであると書いてあって、主語がないか​

​ら、どっちかというと、これは株式会社札幌ドームがやりなさいというふうに​
​見えるけれども、株式会社札幌ドームと市が一体になってきちんとした議論し​
​ないと意味がないですし、むしろ株式会社札幌ドームは運営している会社です​
​から、どうするかということを決定できる立場ではないですよね。だから、こ​
​れは、もしかすると、先ほど別のところでもあったように、市のとか、市による​
​と主語を少しはっきりさせるほうが曖昧にならなくていいのかもしれません​
​ね。​

​●内田副委員長​
​　　今まで修繕をやったことがあるとは思うのですけれども、大分年季が入って​

​きていると思うのです。​
​●行政改革推進課長​
​　​​　​​計画的な保全はやっております。​
​●内田副委員長​
​　　札幌市ではないですが、公営住宅を公共事業の中で評価するときに、５０年​

​で減価償却という評価をしているのだけれども、修繕はほとんどやらないの​
​で、２０年ぐらいで使えなくなるというのはよく聞きます。そのような感じで、​
​きちんと計画的にやっているのか、やっているのであればいいと思います。​

​　　本当にきちんとやっていたら、５０年や１００年ぐらい使えそうな気もする​
​のです。日本では、家もそうですけれども、建て替えという概念がありますが、​
​ヨーロッパでは特に石でできた家は１００年や２００年は平気で使いますよ​
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​ね。ただ、今の財政を考えていくと、また建て替えるというのはないようにき​
​ちんとやっていくのが、特にこういうでかいところだと、大規模修繕をやらな​
​くても小規模な修繕をしっかりとやったほうが安いというのが今の常識ですよ​
​ね。​

​●行政改革推進課長​
​　　そうですね。​
​　　計画的に保全をして長寿命化を図るというのが公共施設マネジメントの大き​

​な要素です。特に札幌ドームといった特殊な施設は、基本的にはそういう考えに​
​沿ってやっているものと思います。​

​●内田副委員長​
​　　東京ドームなど先行事例があるので……。​
​●平本委員長​
​　​​　​​今の予防保全を文言で入れたほうがいいですか。もしどこかに入る余地が​

​あったら、計画的な修繕なのか、予防的保全と書くのがいいのか、よく分から​
​ないけれども、要は、壊れてから直すのではなくて、壊れる前に手を打ってお​
​くという趣旨だろうと思うのです。​

​●行政改革推進課長​
​　​​　​​所管課でも計画的な保全の考えを持ってやっていると思いますので、長寿命​

​化を図るという要素について、施設のところに入れられる文言を所管課と調整​
​します。​

​●内田副委員長​
​　​​　​​既にやっているのだったら、わざわざ文言を入れなくてもいいのかなと思い​

​ます。​
​●平本委員長​
​　​​　​​施設全般について同じことが言えますよね。​
​　　では、ご確認いただいた上で、必要ならば文言を追加していただくことにい​

​たしましょうか。​
​　　ほかによろしいでしょうか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●平本委員長​
​　​​　​​それでは、髙橋委員にお戻りいただきます。​

​〔　　髙橋委員入室　　〕​

​●平本委員長​
​　​​　​​では、髙橋委員にお戻りいただきまして、株式会社札幌ドームの議論が終わ​

​りましたので、次に、３０ページ、１１番のさっぽろ産業振興財団です。​
​　　このさっぽろ産業振興財団は、私が当財団の評議員という立場であることか​

​ら、この部分については、オブザーバー参加ということで決定に関わる発言は​
​しないことにさせてください。​

​　　関連いたしまして、進行を内田副委員長にお願いしたいと思います。​
​　　お手数をかけますが、よろしくお願いいたします。​
​●内田副委員長​
​　​​　​​それでは、進行させていただきます。​
​　　この団体は、ヒアリングのときに上がった意見としては、採算性はあるのだ​

​けれども、民間代替性がなくて、それについての説明があまりできていなかっ​
​たということで、特に②民間代替性は、もう既に書かれているのですけれど​
​も、民間ノウハウがないという説明がある一方で、それに対する根拠がなかっ​
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​たり、あとは過去に民間に任せたらうまくいかなかった事例があったという発​
​言があったのですけれども、どういう例だったかを聞いてみても出てこなかっ​
​たので、基本的に民間代替性はあるのではないかという意見が出たかと思いま​
​す。​

​　　あとは、事業の必要性としても施設稼働率や相談件数が成果指標になってい​
​るかというと、よく分からないようなものを上げておりました。こういった点​
​で、具体的なアウトカムが把握しづらいということです。​

​　　③では、民間解放を前提に市の適正な支出を確保しつつ、成果の上がってい​
​ない事業について検証をきちんと行うという意見がありました。​

​　　もう一つ大きかったのが④人的関与について現職派遣が多過ぎで、見てみる​
​と７人ぐらい行かれているのですが、本来の仕事である市の仕事が優先である​
​と思いますので、ここが多いという意見がありました。​

​　　大体書かれているとおりかと思いますが、意見がありましたら上げていただ​
​きたいと思います。よろしくお願いします。​

​　　私の中では、指定管理業務における非公募とする理由というか、根拠を再検​
​討すべきと書いていましたけれども、根拠自体が示されていないような感じが​
​したので、根拠を示すとともに、その根拠が妥当かをもう少し強めに書いても​
​いいのかなと思いました。​

​　　ほかにいかがでしょうか。​
​●高崎委員​
​　​​　​​一番最初にこの団体の資料を拝見したときに、多岐にわたり過ぎて何をやっ​

​ているのかがよく分からないという印象を持ったところからスタートしたので​
​すが、今改めて見てもそう思ったので、やはり設立目的を最初のところできっ​
​ちり書くことが必要かなという印象をさらに持っております。​

​●内田副委員長​
​　​​　​​設立当時の目的と状況が変わっているので、そこが引き続き妥当なものか、​

​検討していただいたいということかと思います。​
​　　ほかにいかがでしょうか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●内田副委員長​
​　​​　​​それでは、大体書かれているとおりで大丈夫ですけれども、高崎委員から上​

​がりました設立目的と状況が変わっていないかをもう一回点検する形で進めて​
​いただきたいと思います。​

​　　そうしたら、ここでまた平本委員長に司会を戻します。​
​●平本委員長​
​　​​　​​どうもありがとうございました。​
​　　それでは、引き続き進行いたします。​
​　　次が本日の最後です。​
​　　５０ページ、２２番の札幌市森林組合です。​
​　　これもご説明いただきましたように、理論的には民間代替は可能だけれど​

​も、札幌の市有林の面倒を見てくれるところがほかになさそうなのと、財政的​
​には非常に苦しい立場にある団体なものですから、札幌市の関与がなくなる​
​と、組織そのものがなくなってしまって、札幌市の市有林が放置されることにな​
​りかねないので、残さなければいけないのかなと個人的には思うのです。​

​　　これもなかなか評価しづらい組織ではあるのですが、ご確認いただきたいと​
​思います。​

​　　元の資料を拝見すると、森林組合に出資している政令市は札幌市のみと書か​
​れているのですが、これは、それだけ札幌市がたくさん森林を持っているか​
​ら、やむを得ず出資しているというニュアンスで捉えてよろしいですよね。​
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​●行政改革推進課長​
​　​​　​​恐らく、札幌市は市域が広いということかと思います。​
​　　ヒアリングの中でもあったのは、ほかだと、都道府県単位でやっているとこ​

​ろもあるということですけれども、やはり北海道は広大ですから、北海道全体​
​として組合連合会みたいなところがあっても、ある程度、ブロックごとにそう​
​いう形になっているという地域特性もあるのかなと思います。​

​●平本委員長​
​　​​　​​広域な組合があって、そこにお任せということも現実的にはできない。​
​●行政改革推進課長​
​　​​　​​以前はそういう検討をしていたようです。現行の基本方針を策定したときに​

​はそういった議論もあったようで、基本方針自体は、その検討状況を見てから​
​という整理になっています。ただ、所管課からは、その後、そこの検討は進まな​
​かったと事前に聞いております。​

​●平本委員長​
​　​​　​​ほかにいかがでしょうか。​
​●髙橋委員​
​　​​　​
​　　木材の販売等をしているとのことですが、それに関して民間事業者を含めて​

​何か情報交換しながら、適切な価格で販売できるようにしたほうがいいと思う​
​のです。高価な木材を仮に二束三文で売られているのであれば困るなと思いまし​
​た。​

​●平本委員長​
​　​​　​​知識は持っていても、伐採した後、仕分けをして欲しい人に売る、そこをつ​

​なぐことができないので、もうあらゆる樹種を全部一緒にしてしまって、最後は​
​梱包材やチップになるというような森林組合が全国にたくさんあるという話は​
​私も聞いたことがあります。少しでも収支を改善するために、高い値段で売れる​
​樹種を選別して、それをきちんとニーズにつなげていくことができたらいいの​
​だけれども、そういう人的資源があるかどうかですよね。​

​●髙橋委員​
​　​​　​​そうなのです。やはり、木材は木の種類によって価格が物すごく違うのです。​
​●平本委員長​
​　​​　​​そこら辺はどういうふうに言ったらいいかですね。​
​　　でも、札幌市森林組合に対してそれを言っても、いや、言っていることは分​

​かるのだけれども、今の私たちの陣容でそう言われても困るのですよね、それ​
​を言うのだったら、札幌市はもう少しお金を出してくれないかというやぶ蛇に​
​なるかもしれません。それでも収支が改善するならいいのかもしれないのだけ​
​れども、これはどういうものですか。​

​　　髙橋委員がおっしゃることは、そのとおりで、本当にいい木、高く売れる木​
​をほかの安い木と一緒にして二束三文で卸しているケースが本当にたくさんあ​
​ることは、札幌市ではなくて、ほかの都市、ほかのエリアで、以前、聞いたこと​
​があります。​

​●行政改革推進課長​
​　​​　​​おっしゃるとおり、収支改善の努力と並行して人材育成ができる人材がいな​

​いと難しいので、そこの人材育成とセットでやっていく、その中で、札幌市も​
​出資者として助言も含めて関与できるところはしっかりしていくということに​
​尽きるのかなと思います。​

​●平本委員長​
​　​​　​​維持管理を担える民間事業者が存在しないと②民間代替性の欄に書いてあっ​
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​て、それは、多分、事実だと思うのですけれども、今、髙橋委員がおっしゃっ​
​たように、一部商業ベースに乗りそうなところに関しては、貴重な木だったら​
​ぜひ買いたいという民間事業者がいるかもしれないので、そういう意味で、販​
​売事業に関し、売り先も含めた民間事業者との関係性の構築を検討する、探る​
​というようなことは少し入れてもよさそうですね。​

​●行政改革推進課長​
​　​​　​​時代とともに、木材価格自体も上がっていますので、そうですね。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​入れていただきたいと思います。​
​●平本委員長​
​　​​　​​では、それは入れていただくことにしましょう。​
​　　ほかにお気づきの点はございませんか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●平本委員長​
​　​​　​​札幌市森林組合が終わりまして、本日の議論を予定していた１０団体は一通​

​り終了いたしました。​
​　　全体を通じて、ほかのところも含めて、もし何か追加でご発言があれば、ぜ​

​ひいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。​
​　　３０団体あるから全部を見直すと大変時間がかかりますけれども、もし今こ​

​の時点でお気づきの点があればお願いいたします。​
​●内田副委員長​
​　​​　​​札幌市の厳しい財政状況は、委員会でも資料やご説明をいただいたと思うの​

​ですが、具体的に今のやり方でいくと、市債が自由に発行できないようになる​
​状況が結構迫っていると資料にもありました。市民が危機感を持つような話、​
​あとは、そういった状況にあることに対して、この委員会で取り上げている３​
​０団体がどれぐらい影響するのかが気になるのです。このように細かな議論をし​
​て焼け石に水という状態だったらちょっと残念だなという感じがしているので​
​すけれども、このままの状況でいくと、令和何年ぐらいで厳しい状況になるの​
​でしたでしょうか。​

​●平本委員長​
​　​​　​​たしか五、六年後という説明でしたよね。​
​●髙橋委員​
​　​​　​​最近、報道もされていますよね。​
​●平本委員長​
​　　ようやくメディアが報道するようになりました。​
​●内田副委員長​
​　​​　​​あとは、地下鉄延伸ということもあって、選挙が近づいてきたらそのような​

​話が出ると思うのですけれども、札幌市民として、それは本当に大丈夫なのか​
​なと思っているのです。​

​　　この３０団体はどれぐらい影響するのか、結構影響するのか、そうでもない​
​のかと思ったりしているのです。​

​●平本委員長​
​　​​　​​多分、団体そのものの財政状況を見たときの金額は大きくないけれども、そ​

​の背後で施設を持っていたり、老朽改修や建て直しが入っています。ただ、ある​
​一部の機能を担っているところが大半ですから、団体そのもののインパクトで​
​いくと、焼け石に水とまでは言わないけれども、すごく大きい部分ではないと​
​思うのですが、担っている仕事の背後にある市の考え方が今の内田副委員長の​
​ご議論に対する本質的なところになるのかなと思います。​
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​　　だから、こういった施設や事業をどうするか、それを公的にやるのか、民間​
​に出すのか、それとも、やめることも含めて考えるのか、最後は市がきちんと​
​考えなければいけないというのが恐らく答えですよね。​

​●髙橋委員​
​　​​　​​赤字が年間２００億円ですが、今いろいろ指摘したもので２０億円削れるか​

​というと厳しいかもしれません。ただ、放置すると将来の建て替え費用でさら​
​に赤字が膨らんでいくというところはあると思うので、この委員会でできるこ​
​とはしたほうがいいかなと思います。​

​●平本委員長​
​　​​　​​私も同感です。​
​　　やはり、きちんと見直しをしないと、通常の市の事業もそうですけれども、​

​見直して外部から少しおかしくないかと言わないと、イナーシャ、慣性でずっ​
​と流れていってしまいますよね。行政は、立場上、一度つくった事業や組織を​
​潰すことをなかなかやりづらいので、そのために外部評価があると考えると、​
​これは無駄ではないか、これは本当に行政でやる必要があるのかを指摘するこ​
​とには十分に意味があると私自身は思っているのです。​

​●行政改革推進課長​
​　​​　​​今回は、直接的には、団体への指摘ですけれども、やはり施設の対応が大き​

​い部分であるということでご議論いただきましたし、札幌市もこれから公共施​
​設マネジメントをやっていくということで、資料で情報共有もさせていただき​
​ました。そこがまさに施設を指定管理者として管理している出資団体というと​
​ころで議論をいただいておりますので、施設の部分にはいろいろな角度からご​
​指摘をいただいていると我々としても捉えております。​

​　　今回の答申の総論では、出資団体が管理運営している施設の方向性というこ​
​とで、今までどおり全てをずっと持ち続けることは財政状況を踏まえると難し​
​いというご指摘もいただいています。市有施設でそうであれば、団体所有の施設​
​も市からの何らかの補助金等ではなく団体自らの自己資金で老朽化更新をする​
​こと、そして、それであればしっかり計画的にやっていかないといけないという​
​ご指摘もいただいております。​

​　　市有施設なり、団体が所有する施設で、記載を分けてご提案いただいており​
​ますので、今後の財政に一番大きく寄与する部分ではないかと思います。​

​●内田副委員長​
​　​​　​​１２ページに赤字で書いてあるところは、逆に言うと、やはり団体が所有す​

​る施設に対しても補助金をあてにしているということですよね。​
​●行政改革推進課長​
​　​​　​​当然、団体自らの施設ですから、まずは団体で考えていただくのが大前提か​

​と思います。​
​●内田副委員長​
​　​​　​​これまでは補助金でやってきたということですよね。そうではないのです​

​か。従来は、団体が所有するものであっても、更新や建て替えは補助金が出て​
​いたと。​

​●行政改革推進課長​
​　　これまでは、恐らく、抜本的な老朽化更新はあまりなかったのではないかと​

​は思います。​
​●行政改革・ＤＸ推進室長​
​　　札幌市が政令指定都市になって５０年余りが経過したわけですけれども、指​

​定都市になった頃以降にたくさんの施設が出来上がり、今後それらの更新時期​
​を迎えてくるというところですが、これまでそれらの施設に対して市が補助金​
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​をどんどん入れて更新などをしてきたということはないかと思います。​
​　　では今後、団体は市をあてにしていますとはっきり言っているかというと、​

​多分、言ってはいないと思うのです。そういうことがないように、ちゃんと自己​
​資金で計画的に考えてくださいという趣旨だと思います。​

​●髙橋委員​
​　　ただ、収支を見ていると、ありそうな気がしないのですよね。​
​●平本委員長​
​　　ちゃんと積んでいるところがほとんどないので、おっしゃるとおりですね。​
​　　だから、多分、無意識というか、大前提として、施設は市が更新してくれる​

​よねと思っているのではないかと思います。ですから、例えば過年度に外部評価​
​の対象にしたユースホステルや留学生交流施設は事業として廃止する方向で検​
​討することになったはずですので、やはり、市としても箱を持ち続けることが​
​難しいことは当然認識しているわけですよね。​

​●行政改革推進課長​
​　　当然、そのような施設も、市役所庁内の別のところが活用する可能性があれ​

​ばそれも検討しますし、それがないのであれば、民間への売却も検討して現状​
​の施設用途を廃止することになります。場合によっては、更新の前に売却すると​
​いうのが一つの手法なのかなと思います。​

​●平本委員長​
​　　そういうご説明の上で、何かもう少し強く書いたほうがいいことなどはあり​

​ませんか。​
​●内田副委員長​
​　　私は、こう書かれているのでいいとは思うのですけれども、これを団体が読​

​んだときに、これはもう少し早く言ってくれよとか、そのように言ってくれて​
​いたらもう少し修繕したのにという意識の乖離がなければいいなと思います。少​
​しずつ適切にやっていたらそれほどの費用はかからないけれども、何もやって​
​こなかったら今後修繕が必要なところがいっぱい出てくるということが、私は​
​札幌市では把握していないですが、ほかの自治体ではあります。全くお金をかけ​
​てこなかったから、５０年もつという感じでつくっているのに、２、３０年で​
​水道などの水回りが全部壊れたということがありますので、なければいいなと​
​いう感じです。​

​●行政改革推進課長​
​　　特に、この３０団体は指定団体として出資団体の中でも一定の関与を持って​

​いるところでございますし、先ほど幾つかの団体でありましたけれども、まさ​
​にまちづくりの方向性とセットで考えないといけないようなところは、当然、​
​札幌市も出資者として関与しながら大きな方向性を一緒に検討していくことに​
​なるかと思います。​

​　　そこは、もっと早い段階からとおっしゃるのは、そのとおりの部分もあるの​
​かもしれないですが、今の札幌市はこういう財政状況ですので、先を見通して​
​今後は一緒に議論していく必要がある部分も多々あるのだろうなと思います。​

​●内田副委員長​
​　　もっと突っ込んで言うと、団体は減価償却で積んでいるではないですか。あ​

​れは法律で決まっているから積んでいますけれども、その積んでいるお金を何​
​に使うかは全く法律になくて、老朽化して建て替えのときに補助金を出してく​
​れということは、恐らく、違うところに使っていると思うのです。​

​　　それで、株式会社であれば、株主総会に行って出資比率が高いので拒否権と​
​言われますけれども、財務諸表をちゃんと見られる市の職員が行っているの​
​か。そういうものを見るのはなかなか難しいですよね。その辺は前もお聞きし​
​たのですけれども、株式会社の株主総会に行っている方がＯＢに挨拶して帰っ​
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​てきているようでは駄目だと思うのですけれども、ちゃんと見られる人が行っ​
​て、ちゃんと意見しているのかなと思います。​

​　　なかなか難しいと思うのですよね。減価償却は法律で決まっているので、本​
​当はそれを何に使うかまで見てもらいたいです。そういうものをちゃんとやられ​
​ていたら、恐らく、こういう文言は必要なくて、老朽化対策用にあるはずです​
​けれども、なかったら結構厳しいなと思います。​

​　　自己資金で賄えるようにという感じで大丈夫ですよね。​
​●行政改革推進課長​
​　　まずは、それを大前提に考えていただくということは、指摘のとおりかなと​

​思います。​
​●平本委員長​
​　　例えば、株式会社札幌ドームなどを見ると、常勤の監査役のほかに税理士事​

​務所の方、それから、銀行の方が入っているので、一応、監査ができる体制に​
​はなっていると思いますし、メンバーを拝見する限り、財務諸表を読めないと​
​か決算書の意味が分からないということはないのだろうと想像します。​

​●内田副委員長​
​　　多分、大丈夫ですけれども、それを何に使うかは違うところに使っても別に​

​悪いことではなくて、それを投資に回すでも別に企業としてはいいのです。た​
​だ、老朽化対策にある程度積んでもらわないと、そこも補助金を出してくれと​
​言われると困ってしまうなとなりますよね。​

​●行政改革・ＤＸ推進室長​
​　　ここに出てくる施設は札幌市の施設も多いわけですが、札幌ドームもそうで​

​して、そこは株式会社札幌ドームが考えるというよりは、札幌市が考えていく​
​必要があります。​

​●平本委員長​
​　　そうですね、運営だけが仕事ですね。​
​●行政改革・ＤＸ推進室長​
​　　ただ、団体が所有している施設も当然ありますので、そこは繰り返しになり​

​ますが、団体としてしっかり責任を持って考えていく必要があると思います。​
​　　札幌市の所有している施設については、札幌市として財政状況が厳しいとい​

​うこともありますので、施設の存廃も含めて、必要がないものは役割を終えると​
​いうことで考えていく必要があります。​

​●平本委員長​
​　　どうするか、何か書き足すということではないのかもしれないですけれど​

​も、そういう議論があったということが議事録に残るかと思います。​
​　　ほかに何かご指摘はございませんか。​

​（「なし」と発言する者あり）​
​●平本委員長​
​　​​　​​今日のところはよろしいということでありましたら、今後の予定ですけれど​

​も、毎回１０団体ずつ答申書についての議論をいたしまして、予定どおり今日​
​で３０団体の答申内容についての検討が済みました。​

​　　次回は６月２２日を予定しているのですが、次回の委員会でこれまで３回に​
​わたってご議論いただきました内容も含めました答申案の最終確認をいたしま​
​す。​

​　　今日ご議論いただきましたことが次回の素案に反映されて、それも含めて全​
​体を通した確認をすることになるかと思います。そこで、もしまたご議論があれ​
​ばご議論をいただく、追加が必要な文言があればご意見を頂戴するということ​
​になると思いますが、よろしいでしょうか。​

​（「異議なし」と発言する者あり）​
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​●平本委員長​
​　　では、次回、答申案の最終確認をしたいと思います。​
​　　本日いただいたご議論につきましては、答申書の案に反映させるということ​

​で、事務局にはお手間をかけますけれども、よろしくお願いいたします。​
​　　一応、予定されていた議事はこれで終了ですけれども、事務局から何かご説​

​明があればいただきたいと思います。​
​●行政改革推進課長​
​　　今、委員長からご説明いただきましたとおり、次回の委員会は６月２２日月​

​曜日１５時３０分からおおむね１８時までを予定しております。​
​　　一応、今回をもちまして、３０団体の検証を一通り行っていただきましたの​

​で、本日いただいたご意見を基に、答申案の記載ぶりを修正させていただくの​
​と、次回が答申案の最後の確認となりますが、１０団体ずつ３回に分けてやっ​
​てきましたので、最後、事務局で全体の書きぶりも含めて統一させる形で再度​
​確認をさせていただいて、準備ができ次第、また事前にご説明をさせていただ​
​ければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。​

​　　​​３．閉　　会​
​●平本委員長​
​　　そういうわけで、次回は答申案の最終確認です。４５ページぐらいあるもの​

​全体に目を通していただくことになって、ご負担をおかけしますが、よろしく​
​お願いいたします。​

​　　この出資団体の評価が終わると、今年度の本来やるべき外部評価が待ってお​
​ります。７月以降、また、ヒアリング等も含めまして、ご足労、ご苦労をおかけ​
​しますが、引き続きどうかよろしくお願い申し上げます。​

​　　本日は、活発なご議論をどうもありがとうございました。これにて閉会とさ​
​せていただきたいと思います。​

​　　お疲れさまでした。​
​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　​​以　　上　　​
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